
平成２７年度　就実大学大学院・就実大学・就実短期大学の中期目標・中期計画に基づく各部局年度計画及び実行計画と達成状況

学科名：初等教育学科・教育心理学科 平成28年3月31日

平成２７年度計画 平成２７年度実行内容

（左欄の具体的な取組・実行内容に
基づいて計画する。さらに、新たな
取り組み等について計画実行する）

（平成２７年計画の具体的実行内容
を具体的に且つ定量的に記載する）

上段：中間報告
下段：最終報告

Ⅰ 大学ステークホルダーに対し
て提供するサービスその他の業務
の質の向上に関する目標を達成す
るためにとるべき措置

１ 教育に関する目標を達成する
ための措置

（１）教育内容及び教育の成果等
に関する目標を達成するための措
置
１）入学者の確保に関する具体的
方策

改組準備委員会で検討している。 ○ ○

同上 ○ ○

全学的な方針が未定。 × ×

同上 × ×

個別的には海外施設との交流は始まっ
ているが、組織的な動きになっていな
い。

△ △

韓国サンミョン大学からの交換留学生
の次年度受け入れを決定した。

○ ○

全学的方針が未定。 × ×

同上 × ×

【学士課程】

改組準備委員会で見直している。 ○ ○

同上 ○ ○

改組準備委員会で検討している。 ○ ○

同上 ○ ○

部局名（学部又は事務部）： 教育学部

中　期　計　画
中期計画期間中の具体的な取

組・実行内容
　部局および学科における２７年度計画と実行計画

学部改組を念頭に置きながら、
・大学案内の内容を再検討する。
・学部・学科HPの内容を精査を行
う。
・学部・学科のHPの更新回数を増や
す。

教育内容をできるだけ分かりやすく
広報するため、学生募集のための情
報発信を再検討・精査する。

➀学生募集内容の再検討や広報
紙へディプロマポリシーを分か
り易く反映する。各学部や学科
紹介記事の精査を行う。

①ディプロマポリシーを十分に達成
できる有能な人材確保を明確化し、
受験生に周知徹底する。

➁全学的な優秀な留学生確保に向け
た検討組織の立ち上げ、その運用を
行う。

②－①国内外から優秀な学生を
受け入れるため、秋期入学の課
題や学期制（セメスター制やク
オーター制）及び社会的ニーズ
等を十分に調査・分析し、受け
入れ態勢などを検討・整備す
る。

全学的な方針に学部学科として協力す
る。

全学的な英語版学部学科紹介サイト

の充実に教育学部として協力する。

学長
評価

担当者
評価

計画達成状況

③入学者選抜制度（ＡＯ入試、推薦
入試、特別推薦入試、センター試験
利用入試、学力試験入試、３年次等
編入試験）を検証し、継続的に入学
者選抜方法を改善する。

➂－➀本学のアドミッションポ
リシーの再検討を行う。

全学的な方針に学部学科として協力
する。

学部改組に向けて、学部学科のアド
ミッションポリシーを見直す。

➂－➁アドミッションポリシー
に対応した入学者選抜制度を遵
守し、質の高い学生を入学させ
る。

APに対応した入学者選抜の方法を再
検討する小委員会を設置する。

小委員会で、新しいAPに対応した入学
者選抜方法を検討する。

②－②海外から優秀な学生を確
保するために大学間連携を促進
し、推進する。

全学的な方針に学部学科として協力
する。

海外提携校教育学部との交流の内容
と可能性について検討を始める。

②－③英語版シラバスや大学案
内を作成し、さらに英語版ホー
ムページの充実を図る。 英語版シラバスとパンフレットを作

成する。
英語版シラバスの抜粋をホームペー
ジに掲載する。



検討を始めている。 △ △

同上 △ △

２）教育課程に関する具体的方策
【学士課程】

検討を始めている。 △ △

同上 △ △

検討を始めている。 △ △

同上 △ △

改組準備委員会で検討している。 ○ ○

同上 ○ ○

改組準備委員会で検討している。 ○ ○

同上 ○ ○

全学的な検討が始まり、学部としても協
力している。

△ △

同上 △ △

全学的な検討が始まり、学部としても協
力している。

△ △

同上 △ △

➀－➁全学共通の初年次教育を
全学出動で実施し、学生の最低
限の学びの質の確保をする。初
年次教育は、全学混合クラスと
する。

初年次教育の全学的取り組みに教育
学部として協力する。

学部学科で取り組んできた初年次教育
の成果を検証し、全学に向けて情報提
供する。

①多様な入学者選抜制度に対応し
て、リメディアル教育、高大連携に
よる入学前教育や初年次教育を充実
するとともに、学生の学部学科間移
動などを含めて、柔軟な教育体制を
整備する。

➂就実大学高等教育開発センター内
に教養教育検討WGを設けて、全学出
動体制のもとで、教養教育の充実プ
ログラムの作成とその実行を行う。

③全学共通である教養教育の重
要性に鑑み、教養教育検討WG
（仮称）を設置し、本学の教養
教育の再構築を行う。教養教育
の目標を達成するため、全学の
人的資源を最大限活用した教養
教育プログラムを開発し、実施
する。

全学的な方針に学部学科として協力
する。

教養教育検討WGでは、教育学部の立
場から意見具申し、プログラム開発に協
力している。

➀－➂特に、日本語表現や外国
語能力（特に英語）の強化に向
けて、効果的な養成システム等
を取り入れた授業を設ける。

英語教育の充実を学部・学科として
も取り組む。

学部改組に向けて効果的な英語教育を
学部学科の教育課程にどのように取り入
れるか検討する。

➁プログラムとしての学士課程教育
の再検討を学部・学科で行い、教養
教育と専門教育の順次性を明確にす
る、カリキュラムマップやツリーを
全学部（学科）で制作し、体系的な
教育を行う。

②学士力の向上を意図して、教
員中心の授業科目の編成から
ディプロマポリシーに基づいた
教育プログラムとしての学士課
程教育を総合的に再検討するな
かで、教養教育と専門教育の意
義の再検討とその接続性や順次
性を明確にした、体系的な教育
課程を構築する。具体的には、
学部・学科に応じたカリキュラ
ムマップやツリーを作成して、
教科間の接続性の可視化を行
い、体系的な教育を実施する。

全学的な方針に学部学科として協力
する。

学部改組を念頭に、小委員会を設け、
教育学部における新教育課程と体系的
教育のあり方を検討する。具体的には、
・コース制を意識した教育課程の再構成
・CM、CTを生かした体系的教育課程の
再編成

③－③ＡＯ入試、推薦入試、特
別推薦入試における試験方法
（入学試験作成方法、面接試験
方法等）について検討する。

入試結果および入学後の情報を総合
して分析、点検・評価する。

点検評価に基づいて、選抜方法や評価
方法の明示化を図る。

➀－➀学生の基礎力に応じた補
習学修や高大連携による入試前
教育を連携高校との間で実施す
る。

補習学修、高大連携による入学前教
育の全学的実施の検討・準備に教育
学部として協力する。

学部改組に向けて、入学試験区分や入
学時の成績と入学後の学業成績の関
係、基礎学力不足の学生に関して、学
部学科単位で実態調査を行い、柔軟な
学部教育体制の在り方を探る。

➃初年次教育の重要性に鑑み、本学
独特の初年次教育プログラムと実施
体制を整備する。

④教養教育の一環として、全学
共通の初年次教育プログラムを
開発し、学生の勉学手法改善と
アカデミックスキル修得や自校
教育等を徹底する。関連して、
入学直後の合宿オリエンテー
ションを見直し、再検討する。

全学的な方針に学部学科として協力
する。

初年次教育及の全学的見地からの見直
しに参加し、教育学部の立場から意見具
申し、プログラム開発に協力する。



学部に関しては改組準備委員会で検
討している。

○ ○

同上 ○ ○

全学的な方針が未定。 × ×

同上 × ×

全学的な方針が未定。 × ×

同上 × ×

３）優れた教員の確保に関する具
体的方策

改組準備委員会で検討している。 △ △

同上 △ △

全学的な動きが始まっているので、協
力する。

△ ×

同上 △ ×

全学的な動きが始まっているので、協
力する。

△ ×

同上 △ △

教員評価制度を見直し、学部独自の基
準を作成した。

○ ○

実施した。
問題点を洗い出し、次年度に向けてさ
らに検討する。

◎ ◎

４）教育の質の向上及び改善に関
する具体的方策

全学的な方針に従っている。 ○ ○

同上 ○ ○

➄－①教員の担当専門科目を縮
減し、専門外教育も担当する教
員活動の多様化を実行する。

全学的な方針に学部学科として協力
する。

学部改組に向けて授業科目の整理・統
合等による教育課程の体系化・再組織
化を図る。

⑤－②高水準の学生を育成する
ためのプログラムの充実 高水準の学生の定義と対応策につい

て全学的な検討に参加する。
高水準の学生の育成プログラムの作成
に教育学部の立場から参加する。

➁高等教育開発センター（仮称）を
学内に設置し、教員教育力の向上や
授業改善等を推進する。

➁高等教育開発センターを設け
て、教育力改善や学生学修力向
上に向けての政策の立案や実行
を目指す。学外の同様の組織と
の連携による、活動の活性化を
目指す。

高等教育開発センターの活動を支援
する。

効果的な改善策を共有して活用する。

➂学内FD活動を通じて、組織的教育
体制・システムの構築とその実質化
を目指す。

➂－①学内FD活動の実質化を目
指し、学生FD組織を立ち上げ教
育の質の改善を推進する。

学生FD組織の立ち上げと運営に教育
学部として協力する。

学生の意見の聴取を行い、実現可能な
形態を探る。

⑤－③障がい学生の支援教育、
学部の移動等を含む教育上の配
慮の実施

障がい学生に対する支援体制につい
て点検・評価を行う。

障がい学生支援研修、教職協働体制の
構築を継続的に進める。

➀グローバルな人材育成の観点か
ら、国際的に活躍できる教職員を積
極的に受け入れる体制や制度を整備
する。

➀優れた教員採用基準として、
博士の学位を有し、国際活動に
興味を持ち、授業を英語で実施
できる人材の登用を目指す。

全学的な方針に学部学科として協力
する。

実務家教員を除く教員採用基準として、
学部学科のグローバル化に対応できる
教員採用を考慮する。

③－②「努力するものが報われ
る」ことをシステム化する。そ
のため現状の教員業績評価シス
テムを質的深化を図り発展させ
る。関連して教員の質向上を図
るとともに、職員の業績評価シ
ステムを導入し、教職協働によ
り教員と職員が相互に補完し合
い、教育の質確保と向上に資す
る。

全学的な方針に学部学科として協力
する。

学部独自の視点から教員業績評価制度
を再構築する。

➀全教科についてアクティブラーニ
ング授業を推進するための課題の抽
出やその解決策を見いだし、就実大
学の教育の質の転換と保証を実施す
る。

➀教育の質転換のため、カリ
キュラムポリシーに基づいて全
教科に能動的学修（アクティブ
ラーニング）手法を取り入れた
授業を実施する。具体的なアク
ティブラーニング手法の開発や
運用は、アクティブラーニング
検討WGが行う。

検討WGの指針に教育学部として協力
する。

学科専門科目におけるアクティブラーニ
ングの実践を推進する。

➄多様な学生のニーズに対応して大
学の存在意義の充実を図る目的か
ら、授業科目の整理・統合等で教育
課程の体系化と教員担当科目の専門
以外の科目担当を進め、教員の多様
化を図る。



全学的な方針に従っている。 ○ ○

同上 ○ ○

全学的な方針に従っている。 ○ ○

同上 ○ ○

実施できている。 ○ ○

同上 ○ ○

➃大学院教育においては、高度専門
職業人等の養成の観点から実社会の
最先端の知識等を取り入れた授業や
学際的な内容を加味した体系的な教
育を実施する。さらに、専門職学位
に関しては、体系的な授業形態によ
る着実な汎用力を有する実学指向と
する。

➃高度専門職業人養成の立場か
ら、大学院授業にコースワーク
などを取り入れた体系的な授業
を推進する。また、専門職学位
は質の保証ができる体制や内容
で実施する。

５）成績評価に関する具体的方策

全学的な方針に従っている。 ○ ○

同上 ○ ○

全学的な方針に従っている。 ○ ○

同上 ○ ○

➁授業シラバスの作成者や内容の再
検討を実施し、学生の学びにシラバ
スがなくてはならないものとする。
シラバス内容の第三者評価を行う。

➁学生の授業のために学修達成
度目標を明確にし、主体的に事
前の準備や事後の展開などで十
分な学修時間が確保できる基本
となる授業計画（シラバス）の
充実を行う。シラバスは該当分
野の複数の教員で作成し、その
内容に関して外部識者の評価を
受ける。定期的に、学生の学修
時間の調査を実施し、シラバス
作成に反映させる。なお、シラ
バスには、具体的な標準学修時
間の目安を示す。

新様式に従ってシラバスを作成す
る。

履修指導の際に、シラバスの学習到達
度目標について解説を行う。

➂ディプロマポリシーに基づいた教
育の質保証は、自己点検委員会によ
る検証と大学基準協会等の第三者評
価により行い、その評価より教育の
改善等を実施する。

➂－➀教育の質の保証は、教職
員に課せられた重要な責務であ
ることから、真摯な姿勢で自己
点検や第三者評価により得た知
見を効果的な改善につなげる。
自己評価制度システムの再構築
を行う。

➁入学試験と入学後の成績の追跡調
査、卒業時の成績、産業界等が求め
る学生能力のアンケート調査等を活
用して、教育効果を適切に評価する
ための方法等を改善・開発する。

➁学生の成績の追跡調査などを実
施し、教育改善の根拠とし、教育の
質の向上を、教育効果を最善とす
る。
具体的には、在学生の個人情報に
ついて、入試時の区分・在学中の成
績状況・卒業修了後の進路状況な
どを一貫して管理できるシステムの
構築を検討する。

学生の成績追跡に関する全学的なシ
ステム構築に教育学部として協力す
る。

成績データの分析・評価システムの開
発、検討に協力する。

➂－➁教育の質の改善などに向
けて、同僚の授業参観や評価制
度を導入する。 授業参観・自己評価制度に教育学部

として協力する。
授業参観や自己評価などＦＤ活動の成
果を記録、公開する。

➀全ての授業科目について履修者が
到達すべき学修目標と成績評価基準
をシラバスなどで公表し、学修到達
度に対する厳格な成績評価を徹底す
る。

➀全教科科目に対して、厳格な
成績評価を実施するシステムと
制度を構築し、学生学修力の向
上と教育の質の改善を図る。

シラバス様式の全学的な改訂に教育
学部として協力する。

シラバスと成績評価の適正化についての
自己点検・評価を実施する。



全学的な方針に従っている。 ○ ○

同上 ○ ○

検討を始めている。 △ △

同上 △ △

（２）教育の実施体制等に関する
目標を達成するための措置

１）教職員配置に関する具体的方
策

全学的な方針に従っている。 ○ ○

同上 ○ ○

全学的な方針に従っている。 ○ ○

同上 ○ ○

２）教育環境に関する具体的方策

全学的な方針に従っている。 ○ ○

同上 ○ ○

全学的な方針に従っている。 ○ ○

同上 ○ ○

全学的な方針に従っている。 ○ ○

同上 ○ ○

➂成績評価の共通性の観点からGPA
制度を取り入れ、また授業形態に応
じてルーブリックやパフォーマンス
評価などの多様な評価法を検討し、
可能な内容から実施する。

➂－➀厳正かつ多様な教育評価
法を見いだし、教育の質向上に
資する。 教育成果評価法の再検討に教育学部

として協力する。
ルーブリックの積極的な導入と活用を推
進する。

➁多様な教育の実施に向けての教員
配置転換や教職員採用に関する制度
やシステムを整備する。

➁教養教育の更なる進展、リメ
ディアル教育、初年次教育、リ
カレント教育や資格取得教育な
どへの対応を可能とする教職員
体制を整備する（就実大学高等
教育開発センター内）。

全学的な方針に学部学科として協力
する。

➀学生の学修環境改善に向けて、ソ
フト・ハードの両面で新たな取り組
みを検討し、実行する。特に、図書
館の改革や校舎・教室の改善などを
実施する。

➀学生の自学自修を推進するた
め、図書館にグループ学修可能
なアクティブラーニングルーム
など多目的室を設けるととも
に、図書館の開館時間を大幅に
拡大する。また、キャンパス内
に、ラーニングコモンズなどを
整備し、学生の自学自修環境を
整備する。

自学自習環境の整備と活用を行う。図書館等施設の整備活用を推進する。

➂－➁学生の留年率や退学率の
低減に向けての部局での方策の
検討・実施を推進する。５年以
内で学部の退学率１％以下、留
年率５％以下を目標とする。

退学率や留年率の低減を目指す。そ
のための学部としての方策を検討す
る。

全学的な目標である退学率１％以下、留
年率5％以下を教育学部でも達成できる
よう、方策を検討する。

➀教員教育力を向上させる手法の開
発などを実行できる教職員組織を設
置し、その成果を十分に全学教職員
に展開できる制度システムを整備す
る。さらに、教職員部局間異動がで
きる制度を整備する。

➀就実大学高等教育開発センター
内に、教育を先駆的にリードする教
職員組織を設置し、その提言をもと
に教員の教育力の多様化や改善が
できるシステムを構築する。また、教
育・学生支援体制の更なる充実の
ため、教職員の資質向上を図るとと
もに、教職員配置を戦略的に行う。

高等教育開発センター活動を支援す
る。

制度などの整備を支援する。

➁学生学修意欲喚起や学修時間の確
保に向けての学修e-ポートフォリオ
の導入向けて、全学出動体制でその
運営にあたる。

➁教育効果や学生の履修状況・
自学自修時間を把握するため、
学修ポートフォリオや学修行動
調査を実施し、教育改善に寄与
する。

学修ポートフォリオの活用を検討す
る。

既存の履修カルテを統合して活用する。

➂教育効果をあげるための多様な手
段の導入と情報ネットワークを利用
した教育システムへの展開も実施
し、キャンパス外教育を推進する。

➂教育効果をあげるため、授業
形態に対応してe-ラーニングシス

テムやクリッカー、ICTを活用し
た双方向型授業システム等の導
入試行など、情報ネットワーク
を通じた先進教育システムを展
開し、さらに遠隔教育やオンデ
マンド型教育も視野に入れる。

ICT活用スキル支援策を増やす。
授業での活用を推進し、自習ツールとし
ても活用させる。



１）教育の質の向上に関する具体
的方策

全学的な方針に従っている。 ○ ○

教育学部独自の教員業績評価のシス
テム・基準作り、優秀教員顕彰の基準
作りを行った。

◎ ◎

全学的な方針が未定。 × ×

実施に至っていない。 △ △

全学的な方針が未定。 × ×

同上 × ×

全学的な方針が未定。 × ×

全学的な方針に従う。 △ △

（３）学生への支援に関する目標
を達成するための措置

１）学生支援・学生生活に関する
支援の具体的方策

全学的方針が未定。 × ×

同上 × ×

取り組みが始まっている。 △ △

同上 △ △

全学的な方針に従っている。 ○ ○

同上 ○ ○

➀多様な授業評価により、多面的に
教育の質の改善を行うシステムの開
発を実施し、高い教育力を有する教
員の顕彰制度を整備する。

➀学生の授業評価、教員相互の
授業評価、第三者授業評価など
を通じて、授業内容や教育方法
の改善・向上のPDCAサイクルの
推進と教育改善に対する高いイ
ンセンティブを引き出すように
する（高等教育開発センターや
学園理事長戦略室）。高い教育
効果をあげた優秀な教員への教
育顕彰制度を創設する。

多様な授業評価の在り方等、授業内容
や教育方法の改善を模索する。

教員業績評価について、教育学部独自
のシステム・基準作りを実施する。
優秀教員顕彰制度を実施する。

➁教育効果の高い学生学業活性化に
むけてのピアサポート制度の導入を
実施する。

➁学修支援スタッフやSA制度、
TA制度の導入で、きめ細かな教
育サービスを行い、学生の教育
満足度を高める。

ピアサポート制度、TA制度、特待生
によるサポート制度を検討する。

ピアサポート制度、院生TA制度、特待
生によるサポート制度の検討を開始する

➀学生生活の振り返りから向上心を
育成させるため、学生生活e-ポート
フォリオの実施に向けて、全学出動
体制でアカデミックアドバイザー制
度を整備する。

➀全学出動態勢で教員が複数の学
生の面倒をみるアカデミックアドバイ
ザー制度を導入して、きめ細かな学
生活動支援を行う。学生指導にお
いては、学生ｅ－ポートフォリオを活
用し、保護者との対応も学生担任や
学科長の支援のもとに実施する。

教育学部学科においては、現行担任
制度を活かしながら、学生生活・学
修活動支援システムのあり方を検討
する。

具体的には、合同クラス担任制や上位
学年によるピアサポーター制などを検討
する。

➁心身障がい学生のキャンパス活動
の活性化に向けての支援体制や支援
方法の整備を行う。

➁個人的悩みを抱える学生、心
身障がいのある学生、セクハラ
などのハラスメントに直面して
いる学生等に対して、適切な指
導助言を行える専門的人員を配
置し、カウセリング機能の充実
や健康管理などの体制を整備す
る。

学科での支援体制を整備する。 支援ニーズと対策の情報収集を行う。

➂外部教育機関や組織の力を借り
て、実践力向上に向けた教育システ
ムの構築とその整備を行う。

➂－①本学の教育方針である
「実地有用」の人材輩出にた
め、産業界からの課題提供や人
材派遣による実社会に対応でき
る教育システムを導入し、実践
力のある質の高い教育を推進す
る。

教育・福祉関係機関との連携を探る。 関係機関との連携検討を開始する。

③－②学生の実態を把握するた
め、在学生を対象に学生生活実
態調査を行う。その結果を集
計・分析することにより満足度
の検証や課題解決への方策を検
討する。

全学の方策へ協力する。 全学方策の実践策を検討する。

➂初年次学生は全員部活・サークル
に所属し、人間力や社会人基礎力の
向上に努めるため、部活やサークル増
設や拡大を行う。

➂-➀学生の人間力や社会人基礎
力向上に向けて、初年次学生全
員が部・サークル活動を実施す
る。学生受入体制の整備のた
め、部・サークルの拡充を実施
する。

部サークル活動への参加推進を図
る。

部・サークル活動の参加を奨励する。



全学的な方針に従っている。 ○ ○

同上 ○ ○

全学的方針が未定。 × ×

同上 × ×

実施できていない。 × ×

同上 × ×

実施できていない。 × ×

教員個人単位での海外研修に学生を
引率し成果を上げているが、制度構築
までに至っていない。

△ △

全学的な方針に従っている。 ○ ○

同上 ○ ○

２）就職支援に関する具体的方策

全学的な方針に従っている。 ○ ○

同上 ○ ○

自主学習グループが成果をあげてい
る。

○ ○

同上 ○ ○

➃成績優秀者の学力などを伸張する
方策として、学生ピアサポーター制
度の導入やアドバンス科目の設定な
どの方策を検討し、実施する。

➃成績優秀者や経済的困窮者に
対する授業料免除制度ばかりで
なく、学生が勤務できる学内業
務の開放など、学生が勉学と所
得を同時に確保できる機会を設
けるなどの経済的支援を充実さ
せる。さらに、成績優秀者への
経済支援と並行して、学生が学
生の勉学などを支援するピアサ
ポート制度（SAなど）の創設運
営を行う。

学生ピアサポート制度を活用する。
特にニーズの高いICTスキルや社会ス
キル支援にピアサポーターを活用する。

➄外国人留学生や研究者宿泊施設な
ど国際交流のための施設を整備し、
教育的配慮をした外国人や日本人が
混在する新たな国際交流施設とす
る。

➄留学生や日本人学生のグロー
バル化の一環として、国際寮を
設置して、外国の文化や考え方
の違いに関して共同生活を通じ
て体得する。国際寮は教育寮と
しての機能を持たせる。

留学生との交流機会を新たに企画す
る。

異文化における教育等の主題の意見交
換の機会を作る。

➂－➁学生のアルバイトの位置
づけの検討を行い、アルバイト
をインターンシップ的発想での
検討を行う。

ルバイト経験の活用策を検討する。
学修ポートフォリオへ盛り込んで活用す
る方法を試行する。

➀学生には、在学の段階に応じた順
次性のあるキャリア教育や職業教育
を体系的に実施する。

➀学生の将来生活の設計に有用
なキャリア教育や職業教育を順
次性のある体系的な教育システ
ムの構築とその効果的実施を行
う。具体的には、学生がサーク
ルなどの課外活動・ボランティ
ア・インターンシップ・アルバ
イトなどを通じて広く社会に目
を向け、将来に有用な知識・態
度を身につけられるよう支援す
る。

4年間を通じたキャリア支援計画をさ
らに改善、実施する。

教員採用模試の結果を活用し、キャリア
関連イベントの際にはレポートを求める。

➁学生のピアサポート体制による学
生就職支援などの制度検討と実行を
推進する。

➁就職支援の専門家及びその補
助者として活動できる学生ボラ
ンテイアや就職活動を支援でき
る学生リーダーを養成し、持続
可能なピアサポート体制を整備
し、学生自身が問題解決のでき
る教育活動の場を提供する。

教職を目指す学生には、免許種ごと
に採用試験対策のための自主学習グ
ループ活動を教育学部学科として支
援する。

教職採用試験の自主学習のために、空
間（場所）の提供や指導費支援（学生指
導費の対象化）などの方策を検討する。

➅日本人学生の海外インターンシッ
プや語学留学などの大幅な展開をは
かるため、海外提携校の増加やその
運営や活動の活性化を図る。

➅グローバルな人材育成の観点
から、海外連携教育機関との連
携を増加して、学生の海外活動
の拡大を図る。

海外研修・交換留学制度の利用を推
進する。

海外研修・交換留学のニーズと参加の
際の問題点を検討する。

⑦学友会制度を拡充して、学生全般
の生活等の改善に関する代表者会と
しての運営を行う。

⑦学友会は学生代表として、大
学との連携の窓口と位置づけ
て、就実大学の一員として大学
改革に参加する仕組みを作る。
例えば、学生ＦＤの設立や就実
大学改革学生研究会の発足で大
学改革の一助とする。さらに、
学生によるピア・サポート制度
の充実とサークル活動への全員
参加を推進する。

全学的な方針に学部学科として協力
する。



4年次生、卒業生による報告会で成果
を上げている。

○ ○

同上 ○ ○

システムがまだできていない。 △ ×

同上 △ ×

２ 研究に関する目標を達成する
ための措置

（１）研究水準及び研究の成果等
に関する目標を達成するための措
置

１）目指すべき研究の方向性と水
準に関する具体的方策

成果を上げている。 ○ ○

同上 ○ ○

成果を上げている。 ○ ○

学内の学部間共同研究に参加するな
ど、共同研究による研究水準の向上が
促されている。

◎ ◎

学長表彰制度が始まる。 △ △

業績評価システムの試行による同制度
の実施が始まる。

○ ○

２）研究成果の社会還元等に関す
る具体的方策

進んでいない。 × ×

学部学科単位での連携はまだだが、個
別の連携研究が始まっている。

△ △

一部継続中。 △ △

同上 △ △

➀就実大学の特徴を最大限に活かし
て、国内外に通用する高度かつ中核
的な研究拠点の形成を目指すととも
に、研究活動を通じて、社会に活躍
できる優秀な研究者や高度専門職業
人を養成・輩出する。さらに、学際
領域の研究を積極的に推進する。

①学問の進展に普遍的な重要性
をもつ基礎・基盤研究を推進
し、成果をあげるとともに、未
知の分野を切り開く研究手法や
研究過程を学生に修得させ、社
会で活躍できる研究開発者や高
度専門職業人養成につなげる。

研究水準を維持・向上する方策を検
討する。

教育学部独自の業績書相互閲覧制度を
維持するとともに、教研センター研究助
成制度を活用し、共同研究を奨励する。

➁基礎・基盤研究（学術研究や教育
研究）をベースに、本学として重点
領域や重点課題として取り組む研究
は、全学プロジェクト研究として戦
略的に推進する。

②本学の研究戦略に基づき、部局
の枠を超えた新しい融合型研究な
どを全学プロジェクト研究に位置づ
けて、全学的な支援を推進するさら
に、教員相互の交流、異分野融合
を図るため、学内に交流会組織を
設けて、定期的に活動を行う。

全学的研究プロジェクトに参加・協
力する。

全学的研究プロジェクトの計画に参画す
る。

➂学生の就職に際して、卒業生の活
用などミスマッチの無い就職支援シ
ステムを構築し、実施する。

➂卒業後の進路や就職状況を分
析し、ミスマッチのない就職支
援と同時に大学として高い就職
率を確保する。大学院生に対し
て多様なキャリアパスを考慮し
た就職支援を推進する。

卒業生・4年次生による報告会等、モ
ティベーションを高める企画をす
る。

報告会を実施する。

➃同窓会やインターネット等を活用
した学生就職支援システムを構築し
て、効果的な学生就職支援を行う。

➃同窓会や卒業生と在学生の人
的ネットワークを構築し、就職
支援に活用する制度システムを
整備する。

同窓会、生涯メール利用等による卒
業生との連携維持の方策を検討す
る。

生涯メール等による卒業後の連携の方
策を研究する。

➁研究成果による地域貢献戦略を構
築するとともに、関係機関と連携し
て特許を確保・展開する。また、知
的財産の創造、保護や活用に係わる
組織機能を強化し、効果的な知的創
造サイクルを構築する。

②本学の保有する特許など知的
財産を地域企業等の展開し、地
域社会等との連携を強化すると
同時に、新たな研究を地域企業
等と推進し、新規の知的財産を
保有し、本学の研究価値を高め
る。

教研センター事業を通して地域貢献の
方策を検討する。

育児雑誌等の企画協力・取材協力等、
研究成果の地域還元を進める。

➂先導的研究を推進する若手研究者
を育成するための、支援制度システ
ムを充実する。

③優れた先導的研究を推進する
若手研究者に対して、学長裁量
経費等により全学的に支援し、
著名研究者を育成する。

若手研究者の支援策を検討する。 できることから実施する。

➀研究成果の社会還元を効果的に行
うため、企業等の外部機関との組織
対応型連携研究を推進するととも
に、地域企業との連携を拡大する。

①  企業などの外部組織と組織対
応型連携研究を推進し、研究成
果を地域企業などに還元する。

外部組織との連携研究のあり方を研究
する。

できることから実施する。



（２）研究実施体制等の整備に関
する目標を達成するための措置

１）柔軟な研究体制の確立に関す
る具体的方策

共同研究が実施されている。 ○ ○

同上 ○ ○

実施できていない。 × ×

同上 × ×

１）優秀な研究人材の確保・育成
に関する具体的方策

実施している。 ○ ○

同上 ○ ○

検討中。 × ×

同上 × ×

実施している。 ○ ○

同上 ○ ○

２）外部資金の獲得と研究資金の
投入に関する具体的方策

全学的な方針に従っている。
教研センター研究助成が実績を積んで
いる。

○ ○

同上 ○ ○

学内共同研究支援策が実施されてい
る。

○ ○

同上 ○ ○

➀採用時に研究見通しの明確な若手
教員の採用と採用後の育成制度の充
実を図る。さらに、著名教育研究者
の採用も部局内のバランスを考慮し
て積極的に行う。

➀－➀教員採用に関して教育担
当能力以外に研究力の高さをも
視野に入れた採用評価を行い、
特に採用後の研究遂行能力が発
揮できるよう支援体制などの環
境を整備する。

教員養成学部としての特性を踏まえ
た教員採用人事を推進するため、実
務家教員（教育現場ないし教育行政
で実績のある人材）の確保に務める
と同時に、研究推進能力をつける支
援システムを構築する。

実務家教員と研究者教員の共同研究を
推進する。

➀－➁新任教員の教育力向上に
関する支援制度の改善やその整
備に努める。

学科FDの中で新任教員支援のあり方
を検討する。

学科FDを活性化し、新任教員支援のあ
り方を探る。

➀学術や教育の進展に重要な基礎・
基盤研究の進展そして学部横断的な
学際的研究を推進する。特に、組織
的に行う全学プロジェクト研究に関
しては、学内組織として全学でサ
ポートし、競争的資金獲得につなげ
る。

①学際的研究を全学で展開し、全
学プロジェクト研究として位置づけ、
その推進を支援し、最終的に競争
的研究資金獲得につなげ、本学の
研究価値を高める。

全学プロジェクトに教育学部学科として
協力する。
教育学部学科内での、また教研センター
内での分野を超えた共同研究を推進す
る。

共同研究を奨励する。

➁研究活性化推進組織として、産学
官融合研究センター（仮称）を設け
て、研究情報を収集分析し、学内人
的資源とのマッチングを行い、研究
活動の活性化を推進する。

②産学官融合研究センターを設
置し、全学的な研究活動を統括
し、対外的な情報を収集・分析
し、本学の研究推進の方向性の
提示や展開を推進する。

産学官融合研究センターの運営を支援
する。

できることから実施する。

➁多くの教員が対外的にも大学の看
板として著名・有名研究者として活
躍できるような体制や支援を実施す
る。

②本学の研究分野の価値を高め
るため、研究分野での著名有名
教員を多く輩出し、その研究内
容を積極的に公表する。

教育学部の特性を踏まえた看板教員
を確保し、対外的に活躍できるよう
支援体制を構築する。

特任教授制度の活用を検討する。

➀学内研究費は、外部研究費獲得の
基盤研究費として、就実学園の行う
研究評価に対応した傾斜配分とす
る。

①個人及び組織的研究費の学内
配分は、実績に基づいた傾斜配
分とし、得られた研究成果に基
づき、競争的外部資金獲得につ
なげる支援制度を整備する。

研究意欲の維持・向上のための学内研
究費のあり方を検討する。

実績だけでなく計画も配慮した研究費配
分や研究支援を充実させる。

➁本学の特徴を活かした組織的研究
を推進する目的から、全学プロジェ
クト研究を学内に複数立ち上げ、そ
の育成を通じて、外部競争的研究資
金獲得につなげる。

②本学研究資源を結集した重点
研究として、全学プロジェクト
研究を学内に立ち上げ、各種の
研究資源を投入し、本学の研究
拠点として育成する。

若手研究者の支援策を検討する。 できることから実施する。



３）研究に必要な設備等の活用・
整備に関する具体的方策

Ｅ館が小学校施設になったため、教研
センターが図書館に移転し、従来の機
能が果たせなくなっている。相談機能
のみＤ館に心理教育相談室が完成し
充実した。

△ △

同上。新Ｂ館の完成により、センター本
来の機能が果たせることが期待される。

△ △

全学的方針に従っている。 ○ ○

同上 ○ ○

全学的な方針が未定。 × ×

全学的な方針が未定。 × ×

４）研究水準・成果の検証等に関
する具体的方策

できていない。 × ×

同上 × ×

学長表彰制度が始まる。 ○ ○

同上 ○ ○

学内共同研究支援策が実施されてい
る。

△ △

参加している。 ○ ○

３　その他の目標
（１）社会との連携や社会貢献に
関する目標を達成するための措置

１）地域社会との連携に関する具
体的方策

検討できていない。 × ×

同上 × ×

①就実大学が保有する教育・研究資
源の調査・整理を実施し、社会貢献
活動に資する資源の抽出とそのデー
タベース化及び地域ニーズを考慮し
た展開を図る。

➀本学が有する教育機能を活用
し、地域教育機関と連携して社
会や地域の文化的発展に貢献す
るとともに、関連情報のデータ
ベース化を図り、教育に対する
社会のニーズに積極的に応え
る。

教育問題に関した地域貢献のあり方
を検討する。

➀研究成果の評価を行い、評価に基
づく研究予算措置による研究支援を
行うことで研究水準の向上を図る。

①学術並びの教育研究成果の評
価は、学会での講演発表や査読
付き論文発表などで公表し、研
究成果の客観的評価を受け、研
究水準の向上を図る。

各教員の研究成果の評価のあり方を点
検・評価する。

際立った研究業績（著書の刊行、査読
付き論文の発表、国際学会発表）は学
科HPに公表する。

②多面的研究評価に基づき、研究者
の価値を客観的評価に基づき、優秀
な研究者に対する顕彰制度を整備・
運用する。

➁研究評価は、研究成果の学術
論文化、研究計画に基づく外部
資金の獲得、研究業績による顕
彰などから多面的に行う。学内
に研究成果の顕著な研究者への
顕彰制度を創設する。

顕彰制度について検討する。 できることから実施する。

③本学の研究活動の活性化に向けて
全学を代表する重点研究を設定し、
全学的立場での支援などを実施し、
研究力の向上に努める。

➂重点研究である「全学プロ
ジェクト研究」の応募採用基準
を制定し、外部専門家を加えた
評価委員会による採用や成果の
評価を実施し、研究の質の保証
を行う。全学プロジェクト研究
成果に基づいて、外部競争的研
究資金の獲得につなげる。

全学的な方針に学部学科として協力
する。

➀各学術・教育研究分野の動向を考
慮しながら、基盤的研究施設・設
備・機器の整備充実を行い、全学的
共同利用を図り、効率的利用を推進
する。

①既存の研究所や研究センターの
活動活性や新たな学際的研究組織
の創設等全学的研究組織の見直し
そして施設・機器の共同利用や効
率的運用を図る。

就実教育実践研究センターの活動に
ついて点検・評価を行う。

点検・評価の結果に基づき、学部内はも
とより学部を越えた共同研究を推進す
る。

②研究活動に必要な学術刊行物やデ
ジタル情報などの収集の効率化や効
果的活用を検討し、全学管理のもと
での体系的に運用システムを整備す
る。

➁研究活動に必要な学術刊行
物、電子ジャーナル及び二次
データベース等の学術情報、並
びにそれらと利用者を結ぶ学術
情報ネットワークを全学管理下
のもとで、体系的かつ計画的に
整備する。

電子ジャーナル、データベースの活
用等、学術情報ネットワークの整備
に協力する。

できることから実施する。

➂競争的研究資金等による研究の推
進を支援するため、オープン・ラボ
ラトリーなど、学内共同利用研究ス
ペースを確保する。

③組織的研究推進のため、オー
プン・ラボラトリーの開設な
ど、学内外に共同利用研究ス
ペースの設置を確保し、その運
用を図る。

オープン・ラボラトリーのあり方を検討す
る。

できることから実施する。



免許更新講習などを実施している。 ○ ○

同上 ○ ○

２）社会貢献に関する具体的方策

実施している。 ○ ○

同上 ○ ○

免許更新講習などを実施している。 ○ ○

同上 ○ ○

（２） 国際化に関する目標を達成
するための措置

１）国際交流・協力に関する具体
的方策

検討を始めている。 △ △

同上 △ △

実施できていない。 × ×

同上 × ×

実施できていない。 × ×

来年度協定校からの留学生の受け入
れを実施する。

〇 〇

２）留学生や外国人研究者に関す
る具体的方策

実施できていない。 × ×

来年度協定校からの留学生受け入れ
を実施する。

〇 〇

― ×

×

③国際交流の情報の把握と情報ネッ
トワークを利用した提携校との連携
を密にし、交流の活性化を図る。

③国際交流センターを中核とし
て、国際交流協定校等との情報
ネットワーク基盤を整備し、留
学生等の安全安心を担保するシ
ステムを構築する。

国際交流を推進する。 できることから実施する。

①就実大学のグローバル化促進とし
て、留学生の積極的な受け入れ、さ
らに外国人研究者活躍の場を広げ、
本学の構成員の国際的活動能力の向
上を図る。

①－①国際交流センターを中核
として、留学生相談窓口、外国
人研究者や留学生宿泊施設の設
置などで、外国人研究者や留学
生を積極的に受け入れるととも
に、受け入れ体制を一層整備充
実する。

外国人留学生・研究者の受入推進を
検討する。

できることから実施する。

➀－➁外国人院生を積極的に受
入れ、国際的な研究推進の核と
し、他文化共生型のキャンパス
を実現する。

必要な条件整備について検討する。 できることから実施する。

②社会人再教育内容の実情調査や新
たな社会人教育法の開発を通じて、リ
カレント教育の活性化と通じて社会貢
献する。

➁リカレント教育の地域拠点と
して、地域社会の再学修需要に
適切に対応し、科目等履修生や
公開講座等の制度を活用して地
域社会に寄与する。

教育学部の特性を活かした地域貢
献・リカレント教育として、教員免
許更新講習会を継続的に実施する。

一部教員への過剰負担にならないよう配
慮して教員免許更新講習を計画的に実
施する。

①海外の教育機関との教育研究協定
を締結し、各部局において教育研究
の目的に応じて、具体的な交流を推
進する。

①国際交流センターを中核として、
国際交流協定校の拡大や留学プロ
グラムや単位互換制度を充実する。

教育・教員養成に関する交流のあり
方を検討する。

できることから実施する。

②国際交流に関する専門的知識を習
得する教職員研修制度を設け、グ
ローバル化対応人材を育成する。

②国際交流協定校への職員派遣
制度を整備し、国際化に対応で
きる専門職員の養成、育成を図
る。

教員国際交流研修制度のあり方を検
討する。

できることから実施する。

②就実大学が有する教育資源を有効
に活用した、学外教育サービスを実
施し、地域への貢献活動を活発にす
る。

➁本学が保有する教育成果や資
料等の公開、公開講座の実施、
サテライト教育やリカレント教
育の推進など、地域における生
涯学習の拠点としての責務を果
たす。

全学的な方針に学部学科として協力
する。

①就実大学が実施している各種のグ
ループ活動のオープン化や新たな組
織活動を展開して、社会貢献事業を
活発化する。

①本学の教育研究情報の提供、
サイエンスカフェ等のオープン
組織を通じた交流会の実施、地
域における課題の研究等、本学
が主体性を持った社会貢献事業
を多面的に展開する。

学部単位・学科単位・教研センター
における社会貢献事業を再検討し、
推進する

学生による大学祭参加では「わくわくシ
アター」（初等）及び「キッズワンダーラン
ド」（心理）、学科では「心理教育相談事
業」（心理）、ゼミ単位では音楽・造形
ワークショップ（初等）等、学部学科の地
域貢献事業をさらに推進する。



（３） 学園全体の連携等に関する
目標を達成するための措置

学科長・学部長が実施しているが、組
織的対応までに至っていない。

△ △

検討が始まっている。 〇 〇

見学実習・ボランティアの面で実施でき
ているが、組織だった対応には至って
いない。

△ △

検討が始まっている。 〇 〇

（４）  後援会や同窓会との連携に
関する目標を達成するための措置

実施している。 ○ ○

同上 ○ ○

実施できていない。 × ×

検討を始めている。 △ △

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に
関する目標を達成するために取る
べき措置

１ 組織運営の改善に関する目標
を達成するための措置

学科議事録等のデジタル化が実施され
ている。

○ ○

同上 ○ ○

システムの変更に合わせて協力する。 △ △

同上 △ △

実施できている。 ○ ○

同上 ○ ○

②－②政策統治による大学の方
針決定やその実施の審議は、部
局長参加の大学教育研究評議会
で行う。

全学的な方針に学部学科として協力
する。

②卒業生との連携を強化するため、
同窓会を通じた連携活動の活性化を
推進する。

②同窓会を通じて、卒業生との
連絡を密にして、学生の就職活
動や勉学の向上に寄与するシス
テムや制度を立案・実施によ
り、本学の価値を高める。

同窓会との連携に関して可能な施策
を検討する。

できることから実施する。

①情報収集・分析機能（IR機能）を
強化するなど、より的確で迅速な意
思決定が可能となるよう、学長と理
事長を支える運営体制を継続的に見
直し、充実させる。

①全学的な教育・研究活動や管
理運営に必要となる学内外情報
のデジタル化により、全学での
情報（ＩＲ）の統括や活用を図
れるシステムや制度の整備と運
用を図る。

情報のデジタル化の検討を進める。 会議資料のデジタル化を進める。

②就実大学の将来目標や具体的計画
の立案とその推進ができる全学統括
組織の設立とその活動に活性化に向
けての制度・システムの構築とその
運用を推進する。

②－①就実大学の役割や機能を
十分に認識した上で、学長の強
いリーダーシップを支える組織
として、教学改革推進機構を設
けて、大学の政策統治を推進す
る。同機構のメンバーは学長推
薦による学長補佐をもって充て
る。

教学改革推進機構・学長補佐制度の規
程化・権限明確化について検討する。

できることから実施する。

①就実学園組織内の教育組織と連携
を密にして、学園全体の質の向上や
ブランドイメージの強化を図り、各
組織の活性化を図る。

①社会的要請や環境の変化に適
切に対応した組織運営の見直し
を行うとともに、幼児、児童や
生徒の発達や学びの連続性を勘
案し、各機関との接続性を考慮
した教育活動を行う。

学園内の他の教育組織との連携を密
にする。

・就実こども園との連携を推進する。
・就実小学校との連携の枠組みに参加
し、その連携推進を図る。
・就実中・高との連携のあり方を検討し、
できることから実施する。

➁高大連携を基本として学びの連続
性を意図した高大連携教育を実施
し、学生の目的意識や能力向上を図
る。

②高大連携に基づく教育活動の
順次性を高め、各組織の活性化
を推進するため、様々な大学入
試前教育活動により、学生の学
修力等の向上を強化する。

就実高校との高大連携を強める。
（心理）就実高校には学科の教育内容を
紹介しながら入学前教育を行う。

①後援会との密接な連携を図り、学
生活動の活性化に向けた協働を行
う。

①後援会メンバーとの定期的な
情報交換会や後援会幹部と学長
との情報交換会を実施し、大学
改革の参考とする。

後援会との連携強化を図る。
学科報や学生指導費の使い方等により
教育内容・学生指導について情報を
フィードバックする。



Ⅲ 財務内容の改善に関する目標
を達成するために取るべき措置

１ 学納金、外部教育研究資金、
寄付金その他の自己収入の増加に
関する目標を達成するための措置

実施中である。 ○ ○

同上 ○ ○

実施中である。 ○ ○

同上 ○ ○

実施中である。 ○ ○

同上 ○ ○

２ 経費の抑制に関する目標を達
成するための措置

（１）人件費の設定に関する目標
を達成するための措置

できていない。 × ×

実施中である。 ○ ○

同上 ○ ○

学部改組に向けて授業科目の見直し
を実施している。

○ ○

同上 ○ ○

（１） 人件費以外の経費の削減に
関する目標を達成するための措置

実施している。 ○ ○

同上 ○ ○

①教育力や学生学修力の向上に関す
る全学共通の理念とその実行計画に
基づいて、学生退学率低減などで学
納金の減少を最小にする。

➀学生への的確な教育・指導に
より、学生成績向上や大学への
理解に努め、退学者などの減少
により、学納金の減少を最小に
する。

退学者の減少に努力する。 退学率2%以下を目標とする。

②外部教育・研究資金の獲得に向け
て、諸政策を立案・実施し、大学収
入の増加を図る。

➁外部資金獲得につながる情報
（公募状況や企業ニーズ等）提
供、産業界等とのパイプ役とし
ての専門職員の配置など、科学
研究費補助金への全教員応募や
他の競争的資金への応募組織の
構築など外部資金の獲得に関し
て産学官融合センターを通じて
行う。

科研費以外の外部資金確保を目指す。
科研費以外の他の競争的資金への応募
を推進する。

②非常勤教職員等の採用や費用削減
に向けての基本的政策の立案と戦略
的運営を行う。

②非常勤講師採用の抑制と諸手
当の抑制を行う前提で、教員の
業務多様化の観点から、専門開
講科目の削減と教養科目の担当
への拡張を行う教育実施体制の
見直しを推進する。

授業科目の見直しを行う。
教育課程を検討し、合わせて非常勤講
師採用の抑制策を検討する。

①管理運営業務の見直しや経費削減
策の検討とその運用を通じて毎年度
の削減率を定めて、経費削減を推進
する。

①－➀経費削減及び業務の現状
を検証し、より一層の効率化、
施設・設備の共同利用の推進に
より、経費を抑制する。

環境教育の一環で節電に努める。
学生にも呼びかけて教員・学生が一体と
なって節電に取り組む。

③共同研究や受託研究等の積極的推
進により、外部競争的資金の獲得方
策の策定・実施による大学収入の増
加を強化する。さらに、地域連携な
どを増大させて、共同研究、受託研
究や寄付金などを増加させる。

➂地域における共同研究などの
推進のため、外部機関との組織
包括協定を増強する。

共同研究や受託研究を推進する。 できることから実施する。

①中長期的観点から人件費管理を含
めた総合的人件費縮減に向けた専門
的検討とその実行を推進する。

①－①中長期的な教職員の配置
計画策定、評価及び評価に基づ
く見直しなど戦略的・効果的な
人的資源の活用を達成するた
め、人件費管理を含んだ総合的
な人事管理システムを整備す
る。

必要かつ適正な教員数を検討する。
実習に関する指導事務への人的対応が
喫緊の課題である。

①－②総人件費改革の計画を策
定し、計画実施期間における人
件費計画を立て、実施する。

「総人件費」の考え方を入れた人件費計
画を立てる。

教員の若年化も選択肢であることを踏ま
えた採用計画を実施する。



Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況
に係る情報の提供に関する目標を
達成するために取るべき措置

１ 評価の充実に関する目標を達
成するための措置

全学的方針に従っている。 ○ ○

同上 ○ ○

全学的方針に従っている。 ○ ○

同上 ○ ○

２ 情報公開や情報発信等の推進
に関する目標を達成するための措
置

実施している。 ○ ○

同上 ○ ○

実施している。 ○ ○

同上 ○ ○

実施している。 ○ ○

同上 ○ ○

Ⅴ その他業務運営に関する重要
目標を達成するために取るべき措
置

１ 施設設備の整備・活用に関す
る目標を達成するための措置

学部学科に関しては改組準備委員会
で検討している。

○ ○

同上 ○ ○

学部学科のレベルでは実施していな
い。

× ×

同上 × ×

①就実大学の諸活動の成果の公表は
大学における責任義務との見地から
積極的に広報活動を行い、本学の存
在価値を高める。

➀－①本学の教育内容、研究成
果、社会貢献、財務状況、管理
運営体制、など内容をホーム
ページや広報に掲載とともに、
既存の広報を見直して、外部情
報機関に積極的かつ効果的に社
会へ情報発信する。

学部学科ホームページ等を広報活動
を充実させる。

教育学部学科HPの充実に努める。

①－②外部機関との積極的な交
流を図り、セミナー・シンポジ
ウム等の主催・参加、あるいは
学外情報発信基地の設置などを
行う。

学内学会（初等教育学会、教育心理
学会）の事業として、外部との交
流、また

②公的な大学情報の共通の発信形態
として「大学ポートレート」を活用
した情報発信を実施する。

②国公私立を問わず各大学の基
本情報をネット上で提供する
「大学ポートレート」に対応
し、本学ＨＰの機能を見直し、
高等教育機関としての本学の価
値をアピールする。

全学的な方針に学部学科として協力
する。

①就実大学における教育研究の発
展・進化を勘案した長期施設設備整
備の立案や運用の施設設備マネジメ
ント計画とその効果的運用を実施す
る。

➀－①本学における教育研究の
発展を図るため、長期的全学的
な視点から新たな施設設備整備
の推進と施設マネジメントの執
行体制を構築する。

学部完成を機に施設設備の点検評価を
行う。

そのための施設設備点検WGを設置す
る。

①－②施設の利用状況、設備・
備品の整備状況を把握し、既存
の施設の有効利用と効率的なメ
ンテナンスの促進を図る。

施設設備点検WGで検証する。 施設設備点検WGで検証する。

①就実学園の経営方針を勘案した教
職員活動評価に基づいた個人評価を
ベースとして、本学運営活動の活性
化を図る。

➀学園理事長戦略室とともに、
個人及び組織（部局・全学）の
自己点検・評価を有機的に実施
するとともに、第三者評価等の
多面的評価を積極的に取り入
れ、自己点検・評価をさらに充
実する。

学部としての自己点検・評価・改善
を行う。

自己点検評価WGを組織し、必要な改
善をしていく。

②自己点検・評価や多様な組織評価
により、本学における人的諸活動の
質の向上を推進する。

➁自己点検・評価、学生による
授業評価、ピア評価及び第三者
評価等の学内外評価を、検証、
結果分析及び改善企画を行う
PDCAサイクルを充実させる。

教育学部自己点検評価WGを活用す
る。

学園・大学のものと合わせて、学部の改
善につなげていく。



プレハブ校舎使用のため不便はある
が、学生たちの意欲水準は維持できて
いる。

○ ○

同上 ○ ○

全学的方針に従っている。 ○ ○

同上 ○ ○

２ 安全管理に関する目標を達成
するための措置

協力している。 ○ ○

同上 ○ ○

協力している。 ○ ○

同上 ○ ○

協力している。 ○ ○

同上 ○ ○

実施している。 ○ ○

同上 ○ ○

協力している。 ○ ○

同上 ○ ○

３ 法令遵守に関する目標を達成
するための措置

実施している。 ○ ○

同上 ○ ○

実施している。 ○ ○

同上 ○ ○

②快適な大学キャンパス生活を学生
に担保するための、施設設備の長期
マネジメント計画に基づいた運用を
推進する。

②－①学生サービスの観点から
学生のための食堂、洋式トイレ
（シャワートイレ）の拡充や
ラーニングコモンズなどのキャ
ンパス環境整備、障がいのある
学生も健常な学生も、ともに安
全安心に大学生活を過ごすこと
のできる施設などの整備および
バリアフリー化、社会への大学
解放という視点でのキャンパス
整備など教育環境に相応しい
キャンパスづくりを推進する。

E館使用不可によって学生の自主学習
の場が喪失し、そのための学修意欲の
低下が起こらぬよう万全の方策を検討す
る。学生の過ごしやすい学修意欲の高ま
る施設とその運用のあり方を検討する

新B館竣工までの関連施設工事による
学習環境の悪化について、入学生に事
情を説明し理解を得るよう努力している。

➀各種のコンプライアンス遵守の体
制整備と啓発活動や点検・責任体制
の整備を行う。

➀－➀法令遵守に関して、学生
及び教職員に講習・研修等を通
じて自己啓発を促すとともに、
法令遵守に関する組織的点検・
責任体制を整備する。

コンプライアンス講習会を実施す
る。

同講習会に参加を求める。

①安全安心な就実大学キャンパス確
保や法令遵守そして各種災害対策を
したキャンパス管理体制を構築し、
その運営にあたる。

①－①労働安全衛生法などを踏
まえ、災害防止計画等の策定や
責任体制の明確化及び労働災害
の防止等に関する総合的、計画
的な学内労働安全衛生管理体制
を整備する。

安全対策を推進する。 避難訓練に協力・参加する。

➀－➁大学における危機要因を
抽出し、分析、評価そして対応
策のマニュアルを整備、充実す
る。

対応マニュアル作成に協力する。 マニュアル作成に情報提供する。

①－③安全管理に対応したキャ
ンパス整備を推進し、安全管理
の啓発活動・研修等を充実させ
る。

啓発活動・研修を推進する。 できることから実施する。

➀－➁本学の職務規程や業務命
令等を学生や教職員が遵守する
よう自己啓発運動や点検・責任
体制を整備する。

規程遵守講習会を実施する。 同講習会に参加を求める。

②－②教員や職員の研修制度を
拡充。充実し、教育・研究・管
理業務実施上の能力開発や就実
学の修得、就実ポリシーの徹底
を図る。

教員の研修を推進する。 研修会への参加を求める。

②情報社会での就実大学において安
全に情報管理や情報危機管理が出来
るシステムや体制の整備を実施す
る。

②－①情報セキュリティ水準を
維持するため、就実大学情報セ
キュリティポリシーに基づき、
不正アクセスや情報漏洩防止な
どの危機管理を行うとともに、
教職員や学生を対象とした情報
セキュリティ講習会を定期的に
実施し、啓発活動を行う。

情報危機管理研修会を実施する。 同研修会への参加を求める。

②－②危機管理に関して、海外
留学中のトラブルに対応する組
織的な取組を実現すること及び
学生に関する危機管理やキャン
パス安全に関して具体的に検討
する。

危機管理マニュアルの作成を推進
し、その講習会を開く。

危機管理講習会への参加を求める。


